
 

訪問種別

など

主治医が訪問看護の必要を認めた方

30分未満　　　　　　　　　　　　　    474円 【後期高齢者保健・健康保険】

30分以上1時間未満　　　　 　    　 834円 該当保健の自己負担割合分

1時間以上1時間30分未満　 　 　 1,144円 ①基本療養費　　　週3回まで1回につき 5,550円

318円 　　　　　　　　　　　　週4回から1回につき 6,550円

②訪問看護管理療養費

月の初め1回 7,400円

サービス提供強化加算　　　　　　　　 6円/1回 月の2回目より 2,980円

緊急時訪問看護加算（同意者のみ） 540円/月 ③24時間対応体制加算　　　　　　　　　　 5400円/月

複数名訪問看護加算　　　３０分 254円/1回

　 　　　　３０分以上 402円/1回 【加算】

特別管理加算（Ⅰ）　　　　　  　　　　　 500円/月 複数名訪問看護加算　　　　　　　　　　　 4,300円

特別管理加算（Ⅱ）　　　　　  　　　　　 250円/月 特別管理加算　　　　　　　　　　　　　　　 2,500円

　　初回加算 300円 （状態に応じて）               5,000円

ターミナルケア加算　　  　　　　　　　 2,000円 退院支援指導加算 6,000円

ターミナルケア加算 20,000円

夜間早朝訪問看護加算 18時～22時

（特別管理加算算定対象者のみ2回目から） 6時～8時 【営業時間外の訪問看護】

30分未満 593円 711円 ●夜間・早朝料金

30分以上60分未満 1,043円 1,251円 18時～22時まで/6時～8時まで　　　　2,100円

60分以上90分未満 1,430円 1,716円 22時～6時まで　　　 4,200円

①小国町内は全域無料 ②小国町以外の地域は、37円/1km

（事業所より居宅まで）

＊各種保険の他、公費負担医療制度もお取り扱いします。

　定めた疾患や状態の方（癌末期・急性憎悪期など）

【加算】

＊＊　緊急時連絡先　：　TEL  61-1002　＊＊

平成26年4月1日現在

〔①＋②＋③〕×自己負担割合＝負担額

①介護保険の対象でない（非該当）の方

医療保険（後期高齢者保険）

による訪問看護

＊小国町の場合は、特別地域訪問看護加算対象地域に

　指定されていますので、上記の金額に15％加算されます。

②介護保険の利用対象者のうち、厚生労働大臣が

交　通　費

利用料金

22時～6時

作業療法士が訪問した場合　20分

その他の
利用料

②日常生活上必要な物品　：　実費相当額

①　訪問看護と連続して行われる特別な処置　：　（死体処置）　1体につき　5400円

訪問看護を

利用できる方

介護保険による訪問看護

 介護保険の被保険者で、要介護状態等の

認定を受けて、主治医が訪問看護の必要を

認めた方

3 利用料金 


